
京田辺市専用水道事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）

に定める専用水道の適切な布設及び管理を促進し、専用水道の衛生対策業務

の円滑化を図るとともに、水道事業との調整を図る。 

（定義） 

第２条 専用水道とは、寄宿舎、社宅、診療所等における自家用の水道、その

他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、１００人を越える者にそ

の居住に必要な水を供給するもの若しくはその水道施設が２に定める目的に  

に供され、３で算定される１日最大給水量が２０立方メートルを越えるもの。  

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合にあってはそ 

の水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分の規模が次のいずれか

に該当するものであること。 

⑴ 建築物外の地中又は地表に設けられた受水槽の有効容量の合計が１００

立方メートルを超えるもの。（六面点検が可能なものは、有効容量にかかわ

らず専用水道に該当しない。） 

⑵ 地中又は地表に設けられた口径２５ミリメートル以上の導管の全長が１ 

５００メートルを超えるもの。（導管の長さの算定は、受水槽から給水栓ま 

での管を対象とし、他の水道から当該受水槽までの管は含めない。） 

２ 水道施設が人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供することを 

目的としていること。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。 

⑴ 公衆浴場及び旅館等の共同浴場並びにこれらの付帯設備の用に供するも 

の 

⑵ プール及びその付帯設備の用に供するもの 

⑶ 食品等の製造工程の用に供するもの 

⑷ 空調の用に供するもの 

⑸ その他、住居以外の場所において人の飲用に供されるおそれのないもの 

３ １日最大給水量は次の順位により算定するものとする。 

⑴ 現在の給水施設が設計されたときの設計上の必要水量を１日最大給水量



とする。 

⑵ 現在の給水施設が設計されたときの設計上の必要水量が存在しない場合

には、当該施設の揚水又は取水量、水道からの受水量等から算定した給水 

量を１日最大給水量とする。 

⑶ ⑵の場合において、揚水又は取水量（受水量）等の全部又は一部が不明 

な場合、不明な部分については実測等によるほか、「空気調和・衛生工学便

覧４．給排水衛生設備設計編における「建物種類別単位給水量・使用時間・

人員表」及び日本工業規格「建築物の用途別によるし（屎）尿浄化槽の処

理対象人員算定基準（ＪＩＳＡ３３０２：２０００）」に基づき算出した水

量を１日最大給水量とする。 

ただし、これによりがたい場合は、以下の資料により補完する。 

ア 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 監修 建築設備設計基 

準・同要領 

イ 簡易水道等国庫補助事業に係る施設基準（H12.3.31 厚生省生活衛生局

水道環境部水道整備課長通知） 

ウ 建築物の用途別によるし（屎）尿浄化槽の処理対象人員算定基準表の 

処理対象人員（ｎ）１人当たりの汚水量及びＢＯＤ量参考値等とする。 

４ 分譲住宅等の水道の取り扱いについては、昭和４１年５月２８日付け厚生

省水道整備課長通知（環水第５０５４号）による。 

（専用水道布設工事確認申請） 

第３条 専用水道布設工事確認申請 

１ 公営企業管理者は、専用水道の布設工事（新設・増設・改良）をしようと 

する者から、法第３２条に基づく専用水道布設工事確認申請書１通（第１号

様式、以下「確認申請書」という。）が提出されたときは、次の各号に定める

記載事項及び添付書類を点検の上、これを受理する。 

⑴ 申請書添付書類 

ア 専用水道布設工事を必要とする理由 

イ 居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 

ウ 水道施設の位置を明らかにする地図 

エ 水源及び浄水場の周辺の概要を明らかにする図面 



オ 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構 

造図 

カ 導水管、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況

を明らかにする平面図及び縦断図 

キ 水道技術管理者の実務経験年数を明らかにする証明書等 

⑵ 工事設計書 

ア １日最大給水量及び１日平均給水量 

イ 水源の種別及び取水地点 

ウ 水源の水量の概算及び水質試験の結果 

エ 水道施設の概要 

オ 水道施設の位置（標高及び水位を含む。）規模及び構造 

カ 浄水方法 

キ 工事の着手及び完了の予定年月日 

ク その他厚生労働省令に定める事項 

２ 公営企業管理者は、確認申請書及び添付書類の記載事項が第２号様式によ

り法第５条に規定する施設基準に適合していることを確認したときは、確認

申請書を受理した日から起算して３０日以内に、第３号様式により申請者に

通知するとともに、確認申請書に基づく必要な事項を専用水道台帳（第４号

様式）に記録する。 

ただし、施設基準に適合しないと認めたとき、又は申請書及び添付書類に 

よっては適合するかしないかを判断することができないときは、第５号様式 

によりその適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を

付して、申請者に通知するとともに、確認できるまで申請者を指導する。 

３ 国の設置する専用水道に関する事務は、法第５０条に基づき厚生労働大臣 

が行う。 

ただし、新規に国の設置する専用水道の確認の申請があったときは、設置 

者の特段意向がない限り、厚生労働大臣あて当該届出書を提出するよう助言

する。 

 

 



（専用水道給水開始届出） 

第４条 公営企業管理者は、専用水道を給水開始しようとする者（設置者）か

ら、法第３４条において準用する法第１３条第１項に基づく専用水道給水開

始届出書１通（第６号様式、以下「開始届出書」という。）が提出されたとき

は、その記載事項及び添付書類の記載内容が、当該確認申請書の内容と相違

がないことを確認するとともに、次の検査結果に基づく現地調査等により施

設の安全性を確認した上、これを受理する。 

ただし、施設の安全性を確認できないときは、確認できるまで申請者を指

導する。 

⑴ 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げるすべての項目及び残留塩素濃

度試験結果 

⑵ 浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち施設の

新設、増設又は改良による影響のある事項に関し、新設、増設又は改良に

係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設の検査結果（第

７号様式） 

⑶ その他安全性を確認する資料 

（業務を委託した場合の届出） 

第５条 公営企業管理者は、専用水道の設置者から、法第３４条において準用

する法第２４条の３第２項に基づく業務を委託した旨の届出書１通（第８号

様式、以下「委託届出書」という。）が提出されたときは、厚生労働省令（水

道法施行規則第１７条の７）で定められた事項の記載及び各号に掲げる資料

の添付を確認した上、これを受理する。解除された場合も同様とする。 

⑴ 委託契約書の写し 

⑵ その他委託した業務内容に関する資料 

２ 公営企業管理者は、委託届出書を受理したときは、委託届出書に基づく必

要な事項を専用水道台帳に記録する。 

（専用水道布設工事申請記載事項変更届出） 

第６条 公営企業管理者は、専用水道の布設工事確認申請を行った者から、水

道法第３３条第３項に基づく専用水道布設工事申請記載事項変更書届出書１

通（第９号様式、以下「記載事項変更届出書」という。）が提出されたときは、



その変更内容を点検し、設置者の住所及び氏名（法人又は組合にあっては、

主な事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）並びに水道事務所の所在

地の変更に限り、これを受理する。 

２ 公営企業管理者は、記載事項変更届出書を受理したときは、記載事項変更

届出書に基づく必要な事項を専用水道台帳に記録する。 

（専用水道廃止届出） 

第７条 公営企業管理者は、専用水道の設置者から専用水道廃止届出書１通（第

１０号様式、以下「廃止届出書」という。）が提出されたときは、その記載事

項を確認の上、当該水道利用者の現状、代替水の確保状況等を調査の上、廃

止による利用者への影響がないことを確認の上、これを受理する。 

２ 公営企業管理者は、廃止届出書を受理したときは、廃止届出書に基づき専

用水道台帳から抹消する。 

（専用水道の衛生管理指導） 

第８条 公営企業管理者は、専用水道の設置者に対する衛生管理指導は、別記

３「専用水道衛生管理基準」に基づき行う。 

２ 公営企業管理者は、専用水道の設置者から供給する水が人の健康に害する

おそれがある旨の報告があったとき、又はその他必要と認めるときは、当該

施設に対し立入調査を実施し、必要に応じて、設置者等に指導を行う。 

（専用水道の改善の指示等） 

第９条 公営企業管理者は、専用水道の設置者に対して第１１号様式により改

善等を指導したにもかかわらず、相当期間を経過しても改善の意思があると

は認められないときには、第１２号様式により改善を指示する。 

２ 公営企業管理者は、水道技術管理者又は受託水道業務技術管理者が法に定

める職務を怠り、なお継続して職務を怠ったときは、当該専用水道の設置者

に対して、水道技術管理者又は受託水道業務技術管理者を変更すべきことを

第１３条様式により勧告する。 

（給水停止命令） 

第１０条 公営企業管理者は、専用水道の設置者が法に定める責務を怠り、前 

第９条による改善の指示等を行ったにもかかわらずこれに従わないときにお 

いて、給水を継続させることが、当該専用水道の利用者の利益を損なうと認 



められるときは、専用水道の設置者が改善指導事項を履行するまでの間代替 

給水の確保と当該専用水道による給水を停止すべきことを第１４条様様式に 

より命ずる。 

（水質検査計画） 

第１１条 水質検査計画については、社団法人日本水道協会発行の「水質検査計 

画策定のための手引書」（平成１６年３月発行）を参考のこと。 

（報告の聴取、立入調査等） 

第１２条 公営企業管理者が行う報告の聴取、立入調査等については、京田辺

市簡易専用水道指導要綱第３条を準用する。 

（水道水の受水奨励） 

第１３条 公営企業管理者は、専用水道を設置しようとする者に、当該施設設

置者の責務等を周知させるとともに、水道水の受水を奨励する。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 


